
  

十六、第４条第１項第１８号（商品又は商品の包装の機能を確保するために不可

欠な立体的形状） 
 
 

 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確 

保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 

 

１．本号は、例えば、第３条第２項の適用に係る広告書類、取引書類等におい 

 て、商品又は商品の包装の実用的利点と謳われている商品又は商品の包装の 

 形状から発揮される機能に着目して判断することとし、その際には、特に次 

 の点に考慮するものとする。 

  (ｲ) その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか否か。 

  (ﾛ) 商品又は包装の形状を当該代替的な立体的形状とした場合でも、同程 

   度（若しくはそれ以下）の費用で生産できるものであるか否か。 

 

 （注）商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状であっ

ても、「商品の形状」や「商品の包装の形状」であることに変わりないこ

とから、そのような商標は、原則として、第３条第１項第３号に該当する

ものである。したがって、本号の適用が問題となるのは、実質的には第３

条第２項の適用が認められる商標である。 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。 

○商標審査便覧 

 42.118.01 商標又は商標の包装の機能を確保するために不可欠な立体的

形状（商標法第４条第１項第１８号）に関する取扱い 

 

○審判決要約集（第４条第１項第１８号） 
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